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該当ページ 修正前 修正後 修正理由 
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第２節 阿見町の災害環境 

２．社会条件 

(2) 人口動態 

令和３年４月１日現在、町内の人口は、48,023人、21,201世帯で、

一世帯あたり人口は約 2.3 人である。最近 10 年間、人口はほぼ横ば

いであるが、世帯数はやや増加しており、１世帯あたり人口は減少傾

向にある。 

65歳以上及び 75歳以上の高齢者人口の割合は、28.1％及び 13.3%

で、県平均（30.0％、14.6％、令和３年１月１日現在）、全国平均

（28.8％、14.9％、令和３年１月１日現在）よりも低い水準である。 

人口分布は、町役場周辺の市街化区域や荒川沖駅周辺の市街地を中

心とし、町域の西側に偏っている。 

人口集中地区（ＤＩＤ）※１は昭和 60年から町役場周辺に出現し、

その後拡大している。平成に入ると荒川沖駅東口にもＤＩＤが出現

し、平成 27年には 6.2㎢、約２万７千人となっている。 

  ※１ 人口集中地区（DID：Densely Inhabited Districts）：国勢

調査の基本単位区等を基礎単位とし、市区町村の境域内で人口密度の

高い地域として設定された地区。 

 

(3) 昼間人口、就業者数 

平成 27年の国勢調査によると、昼間人口は 44,327人で、流出人

口（14,443人）が流入人口（11,300人）を約３千人上回る。 

就業者については、町内に居住・就業している住民が 9,792人、

本町から他市町村へ通勤している住民が 12,904 人、他市町村から

本町へ通勤している住民が 10,329 人であり、町外への通勤者数が

町内への通勤者数を約２千５百人上回る。他市町村への主な通勤先 

第２節 阿見町の災害環境 

２．社会条件 

(2) 人口動態 

令和５年１月１日現在、町内の人口は、49,161人、22,254世帯で、

一世帯あたり人口は約2.2人である。最近10年間、人口及び世帯数が

増加しており、１世帯あたり人口は減少傾向にある。 

65歳以上及び75歳以上の高齢者人口の割合は、27.9％及び13.9%

で、県平均（30.6％、15.4％（削除））、全国平均（29.0％、15.7％

（削除））よりも低い水準である。 

人口分布は、町役場周辺の市街化区域や荒川沖駅周辺の市街地を中

心とし、町域の西側に偏っている。 

人口集中地区（ＤＩＤ）※１は昭和60年から町役場周辺に出現し、そ

の後拡大している。平成に入ると荒川沖駅東口にもＤＩＤが出現し、

令和４年には6.5㎢、約２万８千人となっている。 

  ※１ 人口集中地区（DID：Densely Inhabited Districts）：国

勢調査の基本単位区等を基礎単位とし、市区町村の境域内で人口密度

の高い地域として設定された地区。 

 

 

(3) 昼間人口、就業者数 

令和２年の国勢調査によると、昼間人口は 45,476人で、流出人口

（14,719人）が流入人口（11,642人）を約３千人上回る。 

就業者については、町内に居住・就業している住民が 10,089人、

本町から他市町村へ通勤している住民が 13,290人、他市町村から本

町へ通勤している住民が 10,472人であり、町外への通勤者数が町内

への通勤者数を約２千８百人上回る。他市町村への主な通勤先 
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総則-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

総則-5 

 

 

 

は、土浦市、つくば市及び東京都で、本町への主な通勤元は、土

浦市、つくば市及び牛久市である。 

 

(4) 産業 

平成 26 年経済センサス基礎調査によると、町内の事業所数は

1,603、うち第三次産業が 1,268で約８割を占める。 

商業施設は、国道 125号沿いや荒川沖駅東口周辺に集積するほか、圏

央道の阿見東インターチェンジに接して立地するあみプレミアム・ア

ウトレットには町外から多数の来場者が訪れ、休日には１万人以上と

なることもある。 

 

（省略） 

 

(7) ライフライン 

町内の上水道の普及率は 87.3％（令和 3 年 3 月）、公共下水道の普及

率は 71.0％（令和 3年 3月）である。また、農業集落排水や浄化槽等も

含めた生活排水処理普及率は 95.3％（令和 3年 3月）である。 

その他、東京ガス            (株)と東部ガス(株)が、町内の一部に都市

ガスを供給している。 

 

は、土浦市、つくば市及び東京都で、本町への主な通勤元は、土浦

市、つくば市及び牛久市である。 

 

(4) 産業 

令和元年経済センサス基礎調査によると、町内の事業所数は 1,789                     

（削除）    である。 

商業施設は、国道 125 号沿いや荒川沖駅東口周辺に集積するほか、

圏央道の阿見東インターチェンジに接して立地するあみプレミア

ム・アウトレットには町外から多数の来場者が訪れ、休日には１万人

以上となることもある。 

 

（省略） 

 

(7) ライフライン 

町内の上水道の普及率は 87.9％（令和 4 年 4 月）、公共下水道の普及率

は 71.3％（令和 4年 4月）である。また、農業集落排水や浄化槽等も含め

た生活排水処理普及率は 95.9％（令和 4年 4月）である。 

その他、東京ガスネットワーク(株)と東部ガス(株)が、町内の一部に都市ガ

スを供給している。 
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第 4節 防災関係機関の業務大綱等 

第２ 各機関の業務大綱 

 

（省略） 

 

４．指定地方行政機関 

名称 事務又は業務の大綱 

関東地方整備局 

(霞ヶ浦河川事務所) 

(10) 大規模自然災害発生時の各種の技術

的支援（「TEC－FORCE」）に関する

こと。 

 

（省略） 

 

６．指定公共機関 

 

名称 事務又は業務の大綱 

                                      

                

                

                

 

第 4節 防災関係機関の業務大綱等 

第２ 各機関の業務大綱 

 

（省略） 

 

４．指定地方行政機関 

名称 事務又は業務の大綱 

関東地方整備局 

(霞ヶ浦河川事務所) 

(10) 大規模自然災害発生時の各種の技術

的支援（ TEC－FORCE ）に関するこ

と。 

 

（省略） 

 

６．指定公共機関 

 

名称 事務又は業務の大綱 

楽天モバイル株式会社 (1) 電気通信施設の整備及び点

検に関すること。  

(2) 被災電気通信設備の応急対

策及び災害復旧に関するこ

と。 

 

 

 

 

 

 

 

記述の修正 

 

 

 

 

 

 

 

新たに指定

公共機関に

指定された

ため 

 

 


